
魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【1枚目】

○ ○ ● ○

②

③

③

②

③

○

●

市町村合併に伴い参加団体数が減少しており、負担金の平準化が予想される。

◆事業概要（どのような事業か）

都市計画に関する情報交換と職員の質の向上

県内すべての市町村が加盟しているため、調査はしていない。なし
把握している

把握していない

対
象

都市計画事業促進のための要望活動、研修及び視察の実施

＊平成21年度の変更点

負担金事業は変更ないが、平成21年度で都市計画図書（総括図・用途地域図）作成予定。これの調整、検討事務がある。

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

517 1,212 288 288

336 84 84 84

1

80 20 20 20

2 1 1

②事務事業の年間所要時間 (時間) 20

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 80

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 326

(千円)

246 181 204

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 1

昭和30年都市計画法の適用を受ける市町村の都市計画並びに都市計画事業の促進及び完成を期するため、関係市町村の相互の連絡調整を図ることを目的
としている。

(千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

0

⑷一般財源 246 31 978 204 204

(千円)

0

0

204

⑶その他(使用料・手数料等) 150 00 150

(千円) 1,128

0 0

0

0 0

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

都市基盤が充実し、市民がゆとりと潤いに満ちたくらしをしています。 ①については、どの数字を上げればいいか検討中である。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

0.00 0.00 0.00

人 3 3研修会参加回数

0.00

3 3 3

① 都市計画事業の補助事業化率 ％ 0.00

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

6 6

1 1

9

回

9 9 9 9

6 6 6

17 17 17

➡
活
動
指
標

要望活動実施回数 回①

② 研修会開催回数

都市計画課職員 人 15 15

15 15 15 15① 参加団体数
団体
数

15

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

都市計画協会、県都市計画協会

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

基 本 事 業 名 都市基盤整備事業の推進

款

計画

８．土木費

区 分 都市基盤整備

施 策 名 １．良好な都市の形成

目

政 策 名

５．都市計画費

第２節 快適にくらせるまちの形成

項

記 入 者 氏 名

業務分類 ４．負担金・補助金

１．都市計画総務費

計画公園係

３．負担金・補助金 ４．市直営

221011

一般会計政策の柱 第２章 安心して健やかにくらせるまち 会計

予算科目 コード３ 001080501コード２政策体系上の位置付け

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

コード１ 03040100

事 務 事 業 名 都市計画協会負担金事業

事 業 コ ー ド 22101102

部 名 等 産業建設部

課 名 等 都市計画課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 2.都市計画一般管理費

開始年度 昭和30年度 終了年度事 業 期 間 当面継続

実 施 方 法

都市計画に関する施策の調整及び情報交換、並びに都市計画事業の推進を図るための都市計画協会加入に伴う負担金事業である。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1030

三村 幸一

回ＰＲ活動実施回数 1 1 1
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● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

平
均

大

なし

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。

●

●

③ 効率性 ●

年度

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

負担金のみのため削減は出来ない
次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

○

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

○

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

支払業務のみなのでこれ以上は削減できない

なし

【効率性の評価】

④ 公平性

終了 ○ ○廃止

●

○

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり

適切

○

適切 ○ 成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

○

② 有効性

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

､
サ
ー
ビ
ス
低
下

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

○

●

なし
説
明

成果向上の余地なし。

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

都市計画事業の推進を図る点から直結度は大きい。

●

○

○

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

該
当
し
な
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

都市計画協会への支払事務等であり、特定受益者は、存在しない。

受益者は、いない。

（平成 20

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

★課長総括評価(一次評価）

○

説
明● 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

二次評価の要否

不要

都市計画事業の推進を図るために、国などへの要望活動や加盟する市町村職員の知識向上の研修を行なうのが事業
の中心である。
この事務事業は、県を始めとして他市町村と連携しながら国の予算確保に結びついており重要と認識している。
今後、社会情勢の状況次第では事業実施を停止することになるが、当市の場合は各都市計画事業を施行しており、
当面は継続することになる。
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○ ○ ○ ●

②

③

③

②

③

○

●

実 施 方 法

行政に関する問題等を相談し、専門的な立場から意見を聞く。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1030

三村 幸一

課 名 等 都市計画課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 2.都市計画一般管理費

開始年度 平成元年ごろ 終了年度事 業 期 間 当面継続

コード１ 03040100

事 務 事 業 名 顧問弁護士事務

事 業 コ ー ド 22101102

部 名 等 産業建設部

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

221011

一般会計政策の柱 第２章 安心して健やかにくらせるまち 会計

予算科目 コード３ 001080501コード２政策体系上の位置付け

記 入 者 氏 名

業務分類 ５．ソフト事業

１．都市計画総務費

計画公園係

３．負担金・補助金 ４．市直営

政 策 名

５．都市計画費

第２節 快適にくらせるまちの形成

項

基 本 事 業 名 都市基盤整備事業の推進

款

計画

８．土木費

区 分 都市基盤整備

施 策 名 １．良好な都市の形成

目

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

相談すべき件数
① 相談すべき件数 件 14 17 15 15 15

➡
活
動
指
標

相談した件数 件①

② 解決件数 件

14 17 15 15

10 10 10

15

0 6

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

① 解決した割合 ％ 33 330 35 33

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

都市基盤が充実し、市民がゆとりと潤いに満ちたくらしをしています

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

0 0

0

0 0 0

0

360

⑶その他(使用料・手数料等) 360 360360 360

(千円) 360

360

⑷一般財源 0 0 0 0 0

(千円)

360 360 360

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 2

平成元年ごろに東京第一ホテル魚津の用地取得に関する法律相談がきっかけ (千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 520

(千円)

②事務事業の年間所要時間 (時間) 40

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 160

2

60 40 40 40

2 2 2

252 168 168 168

612 528 528 528

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

対
象

市民とのトラブル等について市の立場に立った専門的なアドバイスを受ける。

＊平成21年度の変更点

変更なし

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

◆事業概要（どのような事業か）

相談した内容が解決される。

理由なしなし
把握している

把握していない

市民サービスの多様化や、権利意識の高まりにより、相談件数の増加が見込まれる。
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○ 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

● 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

二次評価の要否

不要

当課の顧問弁護士事務は、都市計画課で実施している土地区画整理事業が特に民事訴訟に繋がることから実施して
いる。
当市の顧問弁護士料金は、日本弁護士連合会の実施したアンケートでの相談料と比較しても相場並みである。
相談内容は、当市の行政問題に関与する事項が対象であるので、都市計画課の分野だけではない。
従って、各課にも周知していただき、相談する事項があれば使用してもらえばよい。

説
明● 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

★課長総括評価(一次評価）

○

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

（平成 20

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

特定受給者は存在しない

受益者はいない。

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

該
当
し
な
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

トラブルを解決することにより、都市計画事業等が進展する。

●

○

○

○

●

あり
説
明

法律相談の利用の促進を図ることにより、行政に関わる問題が解決される。

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

､
サ
ー
ビ
ス
低
下

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

○

② 有効性

適切

○

適切 ●

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり④ 公平性

終了 ○ ○廃止

○

○

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

向上

なし
説
明

当事者で日程調整等を行っており、当課では契約及び支払いの事務だけであるので少なくすることは、不可能である。

行政事務の多様化により、相談件数は増加するものと考えられる

【効率性の評価】

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

●

○

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

都市計画行政事務の問題のほかに市行政全体にかかわる相談件数が増えていくと思われ、幅広く対応していくことが必
要である。

次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

③ 効率性 ●

年度

平
均

小

行政全般に関わる問題を解決していくために、庁内へ更なる利用の促進を図る。

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。

○

●

4/22



魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【1枚目】

○ ○ ○ ●

②

③

③

②

③

●

○

中心市街地（用途地域）における居住人口の減少や空き店舗の増加による空洞化が進み、結果として歩行者数が減少していると考えられる。

◆事業概要（どのような事業か）

中心市街地における景観に配慮した歩行者動線を整備することによって、中心市街地に人が集まるようにする。

事業計画の内容について、把握している。要望や意見なし。
把握している

把握していない

対
象

景観整備工事 1件（車道のカラー舗装整備）

＊平成21年度の変更点

平成20年度で事業完了

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

9,953 0 0 0

3,953 0 0 0

0

940 0 0 0

3 0 0

②事務事業の年間所要時間 (時間) 860

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 3,449

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 38,250

(千円)

34,801 6,000 0

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 4

平成10年6月、国において中心市街地を活性化させるべく「中心市街地整備改善活性化法」が公布され、これを機に、この法律に基づく「魚津市中心市街
地活性化基本計画」が平成11年3月に策定され、中心市街地の活性化への取り組みが始まった。

(千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

0

⑷一般財源 4,301 900 0 0 0

(千円)

0

0

0

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 0

(千円) 0

16,500 2,700

0

0 0

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

都市基盤が充実し、市民がゆとりと潤いに満ちたくらしをしています。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 14,000 2,400 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

97.03 100.00 100.00

回 40 0イベント開催数

100.00

40 0 0

① 整備率（ｂ／ａ） ％ 100.00

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

1,892 1,950

0

ｍ

383 58 0 0

1,950 1,950 1,950➡
活
動
指
標

整備済道路延長 ｍ①

② 整備済道路延長の累計（ｂ）

1,950 1,950 1,950 1,950① 景観整備計画道路延長（a） ｍ 1,950

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

二級河川鴨川沿線（ＪＲ北陸本線高架橋下～諏訪町大泉寺）及び魚津駅前飲食店街の市道

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

基 本 事 業 名 都市基盤整備事業の推進

款

計画

８．土木費

区 分 都市基盤整備

施 策 名 １．良好な都市の形成

目

政 策 名

５．都市計画費

第２節 快適にくらせるまちの形成

項

記 入 者 氏 名

業務分類 ３．建設事業

５．駅前広場管理費

計画公園係

３．負担金・補助金 ４．市直営

221011

一般会計政策の柱 第２章 安心して健やかにくらせるまち 会計

予算科目 コード３ 001080505コード２政策体系上の位置付け

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

コード１ 03040100

事 務 事 業 名 魚津中央地区まちづくり総合整備事業

事 業 コ ー ド 22101103

部 名 等 産業建設部

課 名 等 都市計画課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 2.魚津中央地区まちづくり総合整備事業

開始年度 平成14年 終了年度事 業 期 間 平成20年度

実 施 方 法

【概要】 平成11年3月に策定した「魚津市中心市街地活性化基本計画」に基づき、二級河川鴨川沿線（ＪＲ北陸本線高架橋下～諏訪町大泉寺）及び魚津駅前飲食店街の市道景観整備を行な
う。 【手順】 国庫補助金交付申請→交付申請に基づく、各事業の執行（測量・設計・地元調査・工事発注・現場監督など）→本
要望（次年度分）→国庫補助金受入申請→（実績報告）

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1030

田辺 淳
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【2枚目】

● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

な
し

大

事業完了

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。

○

○

③ 効率性 ●

年度

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

経費や工事費の削減及びリサイクルに努め適切なやり方である。
次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

平成20年度

○

終了

⇒⇒⇒⇒⇒⇒

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

○

コストの方向性

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

なし
説
明

最小人員にて事務を執行し適切である。

事業完了

【効率性の評価】

④ 公平性

終了 ○ ○廃止

○

●

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり

適切

○

適切 ● 成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

●

② 有効性

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

低
い
が
､
影
響
大

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

○

○

あり
説
明

景観整備工事と併せて、井戸水による消雪装置を布設することにより道路機能の更なる向上が期待出来る。

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

歩行者動線を整備することで、施策である「良好な都市の形成」に結びつくと考える。

●

●

○

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

一
部
に
あ
る

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

都市計画事業（景観事業）は不特定多数の市民を対象にしているおり、受益者負担を求めない。

都市計画事業（景観事業）は不特定多数の市民を対象にしているおり、受益者負担を求めない。

（平成 20

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

★課長総括評価(一次評価）

○

説
明○ 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

二次評価の要否

不要

本事業は平成14年度から平成20年度までの7年間で完了した。
主な事業は鴨川沿道や文化町通り並びに魚津駅前地区の2地区を賑わいとやすらぎのあるまちづくりをテーマに掲げ
て、道路のカラー舗装化と道路側溝の有蓋化の整備を行なった。
平成19年度に事業計画変更を行ない、その変更に基づき、平成20年度に駅南インテリジェントビルの建設が開始さ
れた。ビルの完成後は、駅前地区の更なる活性化に繋がると判断している。
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【1枚目】

○ ● ○ ●

②

③

③

②

③

○

●

魚津の玄関としての駅前広場であることから、景観との配慮も必要となってきており、市民の目も厳しい。

◆事業概要（どのような事業か）

清潔で安全な魚津駅周辺の環境が良好に保たれている。

各市町村において、広さ等の環境が違うため、把握していない。市議会から地下道への監視カメラの設置要望
市民及び市議会から地下道の結露対策要望 把握している

把握していない

対
象

清掃、エレベーター点検、蛍光灯の交換、樹木の剪定

＊平成21年度の変更点

なし

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

10,916 14,122 14,157 14,157

4,457 4,457 4,457 4,457

5

1,060 1,060 1,060 1,060

4 5 5

②事務事業の年間所要時間 (時間) 860

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 3,449

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 12,801

(千円)

9,352 6,459 9,700

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 4

駅前広場を整備してから（平成６年度から駅前広場のタイル清掃実施） (千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

0

⑷一般財源 9,352 6,459 9,665 9,700 9,700

(千円)

0

0

9,700

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 0

(千円) 9,665

0 0

0

0 0

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

都市基盤が充実し、市民がゆとりと潤いに満ちたくらしをしています。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

0 0 0 0① 苦情件数 件 0

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

2 1

12

回

12 12 12 12

2 2 2➡
活
動
指
標

エレベーター点検回数 回①

② タイル清掃回数

5,400 5,400 5,400 5,400① 駅前広場面積 ㎡ 5,400

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

魚津駅前広場及び魚津駅周辺公共施設（駅前・駅西広場、地下道、水のみ場など）

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

基 本 事 業 名 都市基盤整備事業の推進

款

計画

８．土木費

区 分 都市基盤整備

施 策 名 １．良好な都市の形成

目

政 策 名

５．都市計画費

第２節 快適にくらせるまちの形成

項

記 入 者 氏 名

業務分類 １．施設管理

５．駅前広場管理費

計画公園係

３．負担金・補助金 ４．市直営

221011

一般会計政策の柱 第２章 安心して健やかにくらせるまち 会計

予算科目 コード３ 001080505コード２政策体系上の位置付け

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

コード１ 03040100

事 務 事 業 名 駅前広場等維持管理事業

事 業 コ ー ド 22101103

部 名 等 産業建設部

課 名 等 都市計画課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 1.駅前広場等維持管理事業

開始年度 昭和47年 終了年度事 業 期 間 継続

実 施 方 法

魚津駅周辺を清潔で安全で良好な環境が維持されるよう適正な維持管理業務を行う。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1030

奥野 洋平
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【2枚目】

● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

な
し

大

駅前融雪用水道水の節水

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。

●

○

③ 効率性 ○

年度

中･長期的
（３～５
年間）

あり
説
明

最低限の維持管理費である。ただし、指定管理者制度を導入すれば若干の経費削減が可能かもしれない。
また、融雪装置の開閉栓についてはJRと市が協定して行っているが、閉栓が遅れる場合がるので、これを自動化すれば
水道代の節約につながる可能性が高い。

次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

○

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

●

コストの方向性

削減

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

すでに、最低の人件費で事業を実施している。

駅前・駅西広場にある樹木の剪定、雪囲い等を指定管理者制度を導入して管理する。

【効率性の評価】

④ 公平性

終了 ○ ○廃止

○

○

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切

コスト削減の余地あり

○

●

受益者負担の適正化の余地あり

適切

○

適切 ○ 成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

●

② 有効性

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

低
い
が
､
影
響
大

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

○

○

なし
説
明

成果向上の余地なし。

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

市の玄関口を良好な環境に維持していくことは、活力あるまちづくり・安全なまちづくりの基礎である。

●

●

○

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

一
部
に
あ
る

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

不特定多数の市民が利用者するので、特定受益者は、存在しない。

駅前広場の利用に、受益者負担を取っているところはない。

（平成 20

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

★課長総括評価(一次評価）

○

説
明○ 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

二次評価の要否

不要

JR魚津駅は市の玄関口であり、適切な維持管理は不可欠である。
駅前の融雪装置の水は、地元住民が井戸工事に反対するので水道水を使用している。
このため、費用が高くなるのは仕方がない現状であり、今後、融雪装置の開閉栓を手動から自動化に切り替えるこ
とで無駄な使用防止に努め、水道使用料の節減を図る。
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【1枚目】

○ ○ ○ ●

②

③

③

②

③

○

●

実 施 方 法

魚津駅前を清潔で安全性を確保するための整備工事を行う。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1030

奥野 洋平

課 名 等 都市計画課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 2.駅前広場等整備事業

開始年度 昭和47年 終了年度事 業 期 間 当面継続

コード１ 03040100

事 務 事 業 名 駅前広場等整備事業

事 業 コ ー ド 22101103

部 名 等 産業建設部

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

221011

一般会計政策の柱 第２章 安心して健やかにくらせるまち 会計

予算科目 コード３ 001080505コード２政策体系上の位置付け

記 入 者 氏 名

業務分類 ３．建設事業

５．駅前広場管理費

計画公園係

３．負担金・補助金 ４．市直営

政 策 名

５．都市計画費

第２節 快適にくらせるまちの形成

項

基 本 事 業 名 都市基盤整備事業の推進

款

計画

８．土木費

区 分 都市基盤整備

施 策 名 １．良好な都市の形成

目

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

工事施行予定箇所
工事予算額

① 工事施行予定箇所 ケ所 0 0 2 1 1

工事予算額 千円 0 0 1,860 200 200

➡
活
動
指
標

工事施行済箇所 ケ所①

② 工事予算執行額 千円

0 0 2 1

1,860 200 200

1

0 0

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

① 工事済／工事予定 ％ 100.00 100.00

0.00 100.00 100.00

0.00 0.00 100.00

％ 0.00 100.00執行額／予算額

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

0

都市基盤が充実し、市民がゆとりと潤いに満ちたくらしをしています。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 1,860

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

0 0

0

0 0 0

0

200

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 0

(千円) 1,860

0

⑷一般財源 0 0 0 200 200

(千円)

0 0 200

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 0

昭和47年に駅前広場を整備してから必要に応じて実施している。 (千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 0

(千円)

②事務事業の年間所要時間 (時間) 0

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 0

0

80 0 0 0

2 0 0

336 0 0 0

336 1,860 200 200

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

対
象

なし

＊平成21年度の変更点

消雪装置については、バルブ栓を手動開閉により行なっているが、降雪センサーによる電動バルブ弁に切り換える。
歩道段差の解消し、バリアフリー化を図る。

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

◆事業概要（どのような事業か）

施設の管理がしやすく、安全な広場に整備する。

各市町村において、駅前広場の利用形態が違うため把握していない。地域住民から地下道への監視カメラの設置や地域住民から地下道の結露対策の要望がある。
把握している

把握していない

魚津の玄関としての駅前広場であることから、景観への配慮や交通結束点としてのも必要となってきている。
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【2枚目】

● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

二次評価の要否

不要

JR魚津駅は市の玄関口であり、広場施設に不備のある構造物等は改造及び新設をする必要がある。

説
明● 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

★課長総括評価(一次評価）

○

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

（平成 20

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

市が行うべきものなので、受益者負担は発生しない。

市が行うべきものなので、受益者負担は発生しない。

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

一
部
に
あ
る

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

市の玄関口である駅前広場を良好な環境に整備することは、活力あるまちづくり・安全なまちづくりの基礎であ
る。

●

●

○

○

○

あり
説
明

工事施行により、駅前広場の利便性・安全性が高まる。

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

低
い
が
､
影
響
大

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

●

② 有効性

適切

○

適切 ●

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり④ 公平性

終了 ○ ○廃止

○

○

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切

コストの方向性

増加

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

向上

なし
説
明

すでに、最低の人件費で事業を実施しており削減余地はない。

駅前広場全体の利用方法の見直し

【効率性の評価】

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

●

○

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

広場内の設備・構築物に不備があれば修繕・新設する必要がある。
次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

③ 効率性 ●

年度

平
均

大

融雪装置の開閉栓を手動から自動化に切り替える工事と、歩行者や障害者（車椅子）が
歩行に支障とならないように歩車道ブロックの段差解消を図る。

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。

○

○
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【1枚目】

○ ● ○ ●

②

③

③

②

③

●

○

・地区住民の高齢化
・地方財政の悪化と公共事業費の縮減
・国の制度改正により土地区画整理事業の補助採択要件を満たさなくなったため、まちづくり交付金を使った道路整備を主とする事業手法を採用

◆事業概要（どのような事業か）

①住宅及び敷地が、幅員４ｍ以上の道路に接するようになる。

②４ｍ以上の幅員を確保するようになる。

・公管金の負担割合
・区画整理の施行箇所、事業主体

・議会及び住民から事業の早期完了の要望が強い。
・地区住民からは、一方で、移転に伴う費用負担への不安感が大きく、地区外への移転先の斡旋や経済的支援の要望が多い。 把握している

把握していない

対
象

（地権者協議） 仮換地指定に伴い、換地先への家屋移転補償契約協議
（都市基盤施設整備） 道路、下水道、上水道、電気・通信等の公共施設整備工事

＊平成21年度の変更点

（地権者協議） 山側区域（1.9ha）の仮換地指定を決定。

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

274,566 282,489 191,502 442,202

18,502 18,502 18,502 18,502

5

4,400 4,400 4,400 4,400

5 5 5

②事務事業の年間所要時間 (時間) 3,400

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 13,634

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 43,727

(千円)

30,093 256,064 173,000

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 3

平成７年の阪神・淡路大震災をきっかけに、平成9年度で海岸沿いに家屋が密集している漁師町を対象に「安全市街地形成土地区画整理事業調査」を
行った。

防災上危険な木造密集市街地の環境改善を図る「災害に強いまちづくり」を推進することが緊急かつ重要な課題であり、道路が狭隘で宅地への接道条
件の悪い当地区について、居住環境の悪化や災害時の危険性に関する意識が高まった。

(千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

93,000

⑷一般財源 △ 3,907 19,664 42,087 19,400 40,700

(千円)

120,000

170,000

423,700

⑶その他(使用料・手数料等) 38,000 49,0000 0

(千円) 263,987

8,000 82,400

46,500

126,400 58,100

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

都市基盤が充実し、市民がゆとりと潤いに満ちた暮らしをする。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 26,000 154,000 57,500

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

0.0000 25.0000 30.0000

％ 0.0000 30.0000幅員４ｍ以上の道路の割合

60.0000

20.0000 50.0000 60.0000

① 幅員４ｍ以上の道路に接する区画の割合 ％ 50.0000

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

3 7

0 24

10

回

10 5 10 10

5 5 5

1,285 1,285 1,285

➡
活
動
指
標

住民説明会及び相談会の開催件数 回①

② 富山県の協議回数

事業区域内の道路延長 ｍ 1,285 1,285

115 115 115 115① 地区内の権利者数 人 127

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

①事業区域となる経田中央地区内の住民（世帯）及び地区内の宅地について権利を有する者。

②事業区域内の道路

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

基 本 事 業 名 既成住宅市街地の生活環境の改善整備

款

計画

８．土木費

区 分 既成市街地整備

施 策 名 １．良好な都市の形成

目

政 策 名

５．都市計画費

第２節 快適にくらせるまちの形成

項

記 入 者 氏 名

業務分類 ３．建設事業

２．土地区画整理費

区画整理係

３．負担金・補助金 ４．市直営

221022

一般会計政策の柱 第２章 安心して健やかにくらせるまち 会計

予算科目 コード３ 001080502コード２政策体系上の位置付け

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

コード１ 03040200

事 務 事 業 名 経田地区土地区画整理事業

事 業 コ ー ド 22102202

部 名 等 産業建設部

課 名 等 都市計画課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 3.経田地区土地区画整理事業

開始年度 平成16年度 終了年度事 業 期 間 平成28年度

実 施 方 法

経田地区の住宅密集地のうち中央地区（3.5ha）において、公共施設の整備と宅地の利用増進を図ることを目的に土地区画整理事業を進め、道路や公園を整備することにより、コミュニ
ティあふれるまちづくりを目指す。

事業の進捗は以下のように進み、現在は、事業計画認可取得後に海側区域の仮換地指定を行い、順次、家屋移転補償契約、同移転工事、上下水道工事及び道路（側溝）工事を実施。
○事業計画認可 ○換地設計 ○仮換地指定 ○移転・補償 ○工事 ○換地処分 ○清算

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1026

森岡 勉

軒家屋移転補償契約件数 10 10 10
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【2枚目】

● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

平
均

大

本事業の半分の区域を実施するには、まちづくり交付金事業を財源としており、平成18
年度から平成22年度までの5年間である。そのため、最終年度である22年度は、事後評
価をしなければならない。また、残り区域の事業を実施するために、新規の都市再生整
備計画を作成し国の認可を得なければならない。

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。（「住宅市街地総合整備事業」との連携はす
でに図っており、それ以外にはない。）

○

○

③ 効率性 ○

年度

中･長期的
（３～５
年間）

あり
説
明

個々の事案で必要最小限の費用で実施している。なお、各年度の事業内容によって事業費の増減があり、Ｈ21及びＨ22
は事業費が減少する見込である。

次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

○

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

●

コストの方向性

削減

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

向上

なし
説
明

必要最小限の人件費で行っており、削減の余地はない。（事務事業の内容が地権者等との交渉であり、基本的には２人
で行う必要性から削減が難しい側面がある。）

経田地区の土地区画整理事業は、できる限り早期に完成できるよう着実な進捗に努め
る。

【効率性の評価】

④ 公平性

終了 ○ ○廃止

○

○

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切

コスト削減の余地あり

○

●

受益者負担の適正化の余地あり

適切

○

適切 ● 成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

○

② 有効性

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

非
常
に
高
い

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

○

○

あり
説
明

平成２８年度までの継続事業であり、家屋の移転や公共施設整備など、進捗率を着実に向上させていく必要があり、成
果向上の余地はある。

●

根拠法令等を記入

なし
説
明

●

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

事業実施地区はたいへん混み合った密集地で、良好な居住環境を整備するためには効果の高い事務事業であること
から、施策への直結度も大きい。

●

○

○

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

非
常
に
高
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者あ
り・負担あり

適正化の余地なし

説
明

受益者は限定されており、受益者負担（減歩）も適当な負担を求める予定である。

実施している箇所ごとの状況に応じて、受益者負担（減歩）を決めているので、平均的といえる。

（平成 20

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

★課長総括評価(一次評価）

○

説
明● 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

二次評価の要否

不要

本事業は、「快適に暮らせるまちの形成」とともに「生命と財産を守る安全・安心なくらしの確保」を行なうた
めに重要な事業である。

平成19年度における仮換地指定の手続きが年度末へ遅れたことにより、翌年度に多額の事業費を繰越し、平成20
年度予算も前年度事業費分の予算執行に追われたため、繰越をしなければならなかった状況である。
富山県は雪国であることから、冬季間は家屋移転等ができず2月下旬から稼動する現実を踏まえると、繰越をした方
が円滑な事業進捗になると思われるが、今後の事業費と事業スケジュールのバランス調整を図りながら着実な事業
推進に努める。
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【1枚目】

○ ○ ○ ●

②

③

③

②

③

●

○

㎡付け換地で必要な買収する土地面積累計 2,300 2,400 2,500

92.00

実 施 方 法

経田中央土地区画整理事業で整理後の宅地が従前地に対して減価しないように、先行買収として宅地やその上に建つ老朽建築物を買取り・除却することにより空地を生み出し、その空地
を公共用地として整備することで、快適な居住環境を形成する。

また、地区内に公園と集会所を新設し地域住民の憩いの場を整備する。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1026

亀田 安仁

課 名 等 都市計画課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 4.住宅市街地総合整備事業

開始年度 平成16年度 終了年度事 業 期 間 平成27年度

コード１ 03040200

事 務 事 業 名 住宅市街地総合整備事業

事 業 コ ー ド 22102201

部 名 等 産業建設部

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

221022

一般会計政策の柱 第２章 安心して健やかにくらせるまち 会計

予算科目 コード３ 001080502コード２政策体系上の位置付け

記 入 者 氏 名

業務分類 ３．建設事業

２．土地区画整理費

区画整理係

３．負担金・補助金 ４．市直営

政 策 名

５．都市計画費

第２節 快適にくらせるまちの形成

項

基 本 事 業 名 既成住宅市街地の生活環境の改善整備

款

計画

８．土木費

区 分 既成市街地整備

施 策 名 １．良好な都市の形成

目

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

①経田中央土地区画整理事業の減価補償額に相当する土地（必要な公共用地）

②売却希望の老朽家屋

③付け換地操作用の土地

①
減価補償額に相当する累計土地面積（必要
面積）

㎡ 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560

買収予定老朽家屋数 軒 18 28 28 28 28

➡
活
動
指
標

減価補償額に相当する買収した土地面積累
計

㎡①

② 家屋買収及び除却数累計 軒

2,500

2,560 2,560 2,560 2,560

2,500

26 27 28

付け換地で必要な累計土地面積 ㎡ 0

2,560

2,500 2,500

12 23

0 2,194

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

① 公共用地の買収進捗率 ％ 100.00 100.00

82.14 96.43

96.00 100.00

100.00

87.76付け換地操作用地の買収進捗率

100.00 100.00 100.00

％ 66.67

％ 0.00

92.86家屋買収及び除却進捗率

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

都市基盤が充実し、市民がゆとりと潤いに満ちたくらしをしています。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 41,555 50,609 37,958

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

42,200 52,000

20,000

35,900 20,000 10,000

10,000

30,000

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 0

(千円) 97,341

0

⑷一般財源 22,546 15,437 23,483 20,000 10,000

(千円)

106,301 118,046 60,000

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 3

経田中央土地区画整理事業の施行を円滑かつ効率的なものにするために、平成16年度に物件調査等の住宅市街地総合整備事業の認可に向けた計画策定
業務を行った。

(千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 122,341

(千円)

②事務事業の年間所要時間 (時間) 4,000

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 16,040

2

2,600 2,600 2,600 1,800

3 3 3

10,933 10,933 10,933 7,569

128,979 108,274 70,933 37,569

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

対
象

付け換地操作用地の買収

＊平成21年度の変更点

変更なし

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

◆事業概要（どのような事業か）

①合併施行である経田中央土地区画整理事業の公共用地の確保ができる。

②付け換地操作用地面積が確保される。
（安全で快適な市街地に整備するための道路や公園の公共用地を確保できるとともに、区画整理事業で公共減歩すると建ぺい率
が不足となる家屋に付け足しすることで従来の家屋面積を保持することができる。また、地区内住民の会話のネットワーク基地
となる公園や集会場の整備でやすらぎと憩いが満喫できる。）

高岡市御旅屋町の区画整理事業の際にも、この経田地区と同様に他事業を取り入れて合併施
行をすることで市単独費の抑制をしている。

地区住民から、公園整備に対して水に親しめる整備計画を要望されている。
把握している

把握していない

区画整理事業の進捗に伴い、土地所有者の中には当初の聞き取り調査で売却しないという人が売却希望へと変更する例が出てきた。原因は地権者自身
の高齢化により、地区外の親族へ身を寄せようとするケースが多い。この事業で購入する物件は必要最小限にすべきであり、区画整理事業を終えた後に
も既存住民には当該区域に居住してもらわなければならないが、事業の進捗によって地区外への転出者増が懸念される。
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【2枚目】

● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

二次評価の要否

不要

本事業は、経田地区区画整理事業の先行用地取得・合併施行事業として、非常に重要な事業である。
ただし、いくら重要な事業であるからといっても財源には限りがあるため、最小の資源の投入で最大の成果を得

るよう引き続き努力していくことが必要である。

説
明○ 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

★課長総括評価(一次評価）

○

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

（平成 20

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

この事務事業では、地権者等は特定の受益者ととらえるべきではないと考える。

特定の受益者はいない。

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

非
常
に
高
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

●

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

事業実施地区はたいへん混み合った密集地で、良好な居住環境を整備するためには効果の高い事務事業であること
から、施策への直結度も大きい。

●

○

○

○

○

あり
説
明

平成２６年度までの継続事業であり、家屋の買収及び除却など、進捗率を着実に向上させていく必要があり、成果向上
の余地はある。

●

根拠法令等を記入

なし
説
明

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

非
常
に
高
い

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

○

② 有効性

適切

○

適切 ●

コスト削減の余地あり

○

●

受益者負担の適正化の余地あり④ 公平性

終了 ○ ○廃止

○

○

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切

コストの方向性

削減

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

向上

なし
説
明

必要最小限の人件費で行っており、削減の余地はない。（事務事業の内容が地権者等との交渉であり、基本的には２人
で行う必要性から削減が難しい側面がある。）

上記の進捗に伴い事業計画の変更を行なう。

【効率性の評価】

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

●

○

中･長期的
（３～５
年間）

あり
説
明

事業費は、各年度の買収計画等に影響を受けるので、平成２１年度は結果的に事業費が減少する予定である。手段の工
夫については、個々の事案で必要最小限の費用で実施している。

次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

③ 効率性 ○

年度

な
し

大

本事業の目的である先行買収の家屋（建物・土地）を決定し、土地区画整理事業の山側
区域の仮換地指定が早期にできるように努める。

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。（「経田地区土地区画整理事業」との連携は
すでに図っており、それ以外にはない。）

○

○
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【1枚目】

○ ○ ○ ●

②

③

③

②

③

○

●

都市計画事業に対する市民の意識も高いことから、注目度は、上がると思う。

◆事業概要（どのような事業か）

都市計画案に対し、有識者や関係行政機関の意見を求めることによって、案件の採択が妥当かどうか判断できる。

法律により設置されていることから、把握の必要性を感じない。なし
把握している

把握していない

対
象

用途区域変更の審議会の開催

＊平成21年度の変更点

審議すべき事項があれば、開催する。

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

674 772 772 772

589 589 589 589

2

140 140 140 140

2 2 2

②事務事業の年間所要時間 (時間) 40

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 160

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 196

(千円)

36 85 183

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 1

昭和45年4月に都市計画審議会が設置されてから (千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

0

⑷一般財源 36 85 183 183 183

(千円)

0

0

183

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 0

(千円) 183

0 0

0

0 0

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

都市基盤が充実し、市民がゆとりと潤いに満ちたくらしをしています。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

0 1 4 4① 審議件数（答申件数） 件 4

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

0 1

2

件

0 1 2 2

4 4 4➡
活
動
指
標

開催回数 回①

② 審議件数

1 1 1 1① 審議会数 人 1

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

都市計画審議会

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

基 本 事 業 名 近郊市街地の計画的な市街化

款

計画

８．土木費

区 分 新市街地整備

施 策 名 １．良好な都市の形成

目

政 策 名

５．都市計画費

第２節 快適にくらせるまちの形成

項

記 入 者 氏 名

業務分類 ５．ソフト事業

１．都市計画総務費

計画公園係

３．負担金・補助金 ４．市直営

221011

一般会計政策の柱 第２章 安心して健やかにくらせるまち 会計

予算科目 コード３ 001080501コード２政策体系上の位置付け

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

コード１ 03040100

事 務 事 業 名 都市計画審議会運営事業

事 業 コ ー ド 22101101

部 名 等 産業建設部

課 名 等 都市計画課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 3.都市計画審議会事業

開始年度 昭和45年 終了年度事 業 期 間 継続

実 施 方 法

都市計画決定もしくは変更について、市長が諮問する案件を審議するため開催される都市計画審議会の運営

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1030

江幡 遂守
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【2枚目】

● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

● 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

な
し

大

なし

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。

●

○

③ 効率性 ●

年度

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

条例で規定されている、報酬のみである。
次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

○

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

○

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

委員会の開催案内や説明書の作成であり、削減余地はない。

なし

【効率性の評価】

④ 公平性

終了 ○ ○廃止

●

○

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり

適切

○

適切 ○ 成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

●

② 有効性

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

低
い
が
､
影
響
大

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

○

○

なし
説
明

成果向上の余地なし。

○

根拠法令等を記入
都市計画法（昭和43年法律第100号）第77条の2第1項

なし
説
明

●

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

法
令
義
務

説
明

市が行う都市計画が妥当かどうか審議するため

○

○

○

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

非
常
に
高
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

法律に基づいて開催している事業である。

法律に基づいて開催している事業である。

（平成 20

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

★課長総括評価(一次評価）

○

説
明○ 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

二次評価の要否

不要

本事業は法律に基づいて執行しており、委員報酬のみが対外的に発生する費用である。
現状維持が妥当。
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【1枚目】

○ ○ ○ ●

②

③

③

②

③

●

○

社会・経済等の環境の変化及び地方分権制度の拡充に伴い、事業許可者が現在の県から市へ移譲される可能性がある。

◆事業概要（どのような事業か）

・受付した申請書が富山県に送付された。
・富山県が許可した許可書が開発業者に交付された。

県の発刊誌（富山県の建築住宅行政）にて、開発行為の状況把握市議会議員から開発許可基準、開発業者との協議書についての質問等があった。
把握している

把握していない

対
象

開発行為の申請に対して意見集約のため、関係する機関（土地改良区、消防署）及び庁内各課に回議等をした。
申請書を送付・許可書を交付した。

＊平成21年度の変更点

なし

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

2,523 2,523 2,523 2,523

2,523 2,523 2,523 2,523

2

600 600 600 600

2 2 2

②事務事業の年間所要時間 (時間) 700

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 2,807

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 2,807

(千円)

0 0 0

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 2

昭和43年の都市計画法施行による開発許可申請及び、富山県特例条例に基づき行っている。 (千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

0

⑷一般財源 0 0 0 0 0

(千円)

0

0

0

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 0

(千円) 0

0 0

0

0 0

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

都市基盤が充実し、市民がゆとりと潤いに満ちたくらしができる。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

事前審査会実施率

100 100 100

立 100

％ 100.00

100開発業者に交付件数／許可件数

100

100 100

100.00 100.00

100

100.00

① 申請書送付数／受付件数 ％ 100

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

2 2

2 2

2

件

2 2 2 2

2 2 2➡
活
動
指
標

開発行為の事前審査会 回①

② 県への送付件数

2 2 2 2① 県への申請受理件数 件 2

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

開発行為申請書
開発行為認可書

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

基 本 事 業 名 民間活力による市街地整備

款

計画

該当なし

区 分 新市街地整備

施 策 名 １．良好な都市の形成

目

政 策 名

該当なし

第２節 快適にくらせるまちの形成

項

記 入 者 氏 名

業務分類 ５．ソフト事業

該当なし

計画公園係

３．負担金・補助金 ４．市直営

221032

該当なし政策の柱 第２章 安心して健やかにくらせるまち 会計

予算科目 コード３ 000000000コード２政策体系上の位置付け

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

コード１ 03040100

事 務 事 業 名 宅地開発行為申請受付等事務

事 業 コ ー ド

部 名 等 産業建設部

課 名 等 都市計画課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 なし

開始年度 昭和53年度 終了年度事 業 期 間 当面継続

実 施 方 法

3,000㎡以上の開発行為に対して、市関係部局の意見集約し開発業者と協議→申請書の受理→審査・協議書の締結→県（建築住宅課）へ送付→申請に対する決定の通知の送付。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1030

田辺 淳

件開発業者に交付した件数 2 2 2

100.00
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【2枚目】

● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

● 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

平
均

大

なし

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。

●

○

③ 効率性 ●

年度

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

事業費ないので削減の余地なし
次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

○

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

○

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

最少人員で行っている。

富山県に申請書を送付するにあたり、良好な住環境が確保できるよう行政指導を見直
す。

【効率性の評価】

④ 公平性

終了 ○ ○廃止

●

○

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり

適切

○

適切 ○ 成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

●

② 有効性

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

低
い
が
､
影
響
大

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

○

○

なし
説
明

成果向上の余地なし。

○

根拠法令等を記入
都市計画法(昭和43年法律第100号）第29条

なし
説
明

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

法
令
義
務

説
明

民間による宅地開発により、施策である「良好な都市の形成」に結びつく。

○

●

○

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

一
部
に
あ
る

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者あ
り・負担あり

適正化の余地なし

説
明

開発行為審査手数料は富山県の収入となっており、市が受益者負担を求めることはできない。

県が手数料を徴収しており、県内一律の基準で運用している。

（平成 20

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

★課長総括評価(一次評価）

○

説
明● 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

二次評価の要否

不要

個人が行なう宅地開発行為に対して、市が県に申請の送付業務を行なっている事業であり、人件費だけの最小経費
で開発業者との調整を図りながら都市施設等の整備に関与している。
今後、事務担当者が代わっても、常に適切な審査が実施できるような体制や仕組みを検討する。
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【1枚目】

○ ○ ○ ●

②

③

③

②

③

●

○

社会・経済等の環境の変化及び地方分権制度の拡充に伴い、事業認可者が現在の県から市に移譲される可能性がある。

◆事業概要（どのような事業か）

適切な内容の申請書として県で受理・認可される。

富山県都市計画課の管理する土地区画整理事業年報にて、状況把握当市での個人施行土地区画整理事業は、平成11年度にはじめて実施されて以来3件の実績があるが、経過年数が浅いこともあり特別な意見等はない。
把握している

把握していない

対
象

事前審査会（庁内）の開催、申請書の審査、県との協議

＊平成21年度の変更点

変更なし

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

841 0 0 0

841 0 0 0

0

200 0 0 0

1 0 0

②事務事業の年間所要時間 (時間) 100

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 401

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 401

(千円)

0 0 0

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 1

昭和29年に土地区画整理法ができたことにより、事業を実施する際には都道府県知事の認可が義務付けられた。 (千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

0

⑷一般財源 0 0 0 0 0

(千円)

0

0

0

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 0

(千円) 0

0 0

0

0 0

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

田畑や未利用地が、道路・公園・上下水道等の都市施設の整備された利用価値の高い宅地になり、良好な市街地の一部に位置付
けされる。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

0 1 0 0① 県による認可件数 件 0

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

00 1 0 0

0 0 0

➡
活
動
指
標

事前審査会の開催回数 回①

②

申請施行面積 ha 0 2

1 0 0 0① 県への申請件数 件 0

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

個人施行土地区画整理事業の申請

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

基 本 事 業 名 民間活力による市街地整備

款

計画

該当なし

区 分 新市街地整備

施 策 名 １．良好な都市の形成

目

政 策 名

該当なし

第２節 快適にくらせるまちの形成

項

記 入 者 氏 名

業務分類 ５．ソフト事業

該当なし

区画整理係

３．負担金・補助金 ４．市直営

221032

該当なし政策の柱 第２章 安心して健やかにくらせるまち 会計

予算科目 コード３ 000000000コード２政策体系上の位置付け

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

コード１ 03040200

事 務 事 業 名 個人施行土地区画整理事業申請受付等事務

事 業 コ ー ド

部 名 等 産業建設部

課 名 等 都市計画課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 なし

開始年度 平成11年度 終了年度事 業 期 間 当面継続

実 施 方 法

宅地の所有者もしくは借地権者又はこれらの者の同意を得た者は、基準（一人施行）又は規約（共同施行）と事業計画を定め、都道府県知事の認可を得てその権利の目的である宅地につ
いて、１人であるいは数人共同して土地区画整理事業を施行することができる。

上記の申請に対する協議→受付→審査・協議書の締結→県（都市計画課）へ送付

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1026

森岡 勉
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【2枚目】

● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

● 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

平
均

大

担当者が代わっても、常に適切な審査が実施できるような体制や仕組みを検討する。

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。

●

○

③ 効率性 ●

年度

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

人件費以外の事業費がないことから、削減の余地はない。
次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

○

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

○

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

必要最低限の人件費であり、削減の余地はない。

上記に同じ。

【効率性の評価】

④ 公平性

終了 ○ ○廃止

●

○

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり

適切

○

適切 ○ 成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

●

② 有効性

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

低
い
が
､
影
響
大

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

○

●

なし
説
明

申請については、すべて適切な審査等により認可されている(17年以前における過去の事例から)ことから、成果向上の
余地なし。

○

根拠法令等を記入
土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第4条

なし
説
明

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

法
令
義
務

説
明

田畑や未利用地が、道路・公園・上下水道等の都市施設の整備された利用価値の高い宅地になり、良好な市街地の
一部に位置付けされることから、施策への直結度は大きい。

○

○

○

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

該
当
し
な
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者あ
り・負担なし

適正化の余地なし

説
明

市が受益者に負担を求めることはできない。
（受益者負担が県に納められており負担の適正化を市が行うことはできない。）

市が受益者に負担を求めることはできない。
（受益者負担が県に納められており負担の適正化を市が行うことはできない。）

（平成 20

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

★課長総括評価(一次評価）

○

説
明● 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

二次評価の要否

不要

平成20年度における個人施行者からの申請内容で、交通安全施設（道路形状）に関する県公安委員会との協議がス
ムーズに行われなかったことを教訓にして、21年度以降に出される申請計画に対しては、十分な審査を行う必要が
ある。また、担当者が代わっても、常に適切な審査が実施できるような体制や仕組みを検討する。
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【1枚目】

○ ○ ○ ●

②

③

③

②

③

○

●

件
大規模行為や県民福祉条例、省エネルギー
の計画書等の受付件数 30 30 30

100.00

実 施 方 法

・確認申請書、許可申請書、認定申請書及び認可申請書等の処理について、申請書の調査及び県へ送付、通知書等の交付、届出等の経由処理を行う。
また、諸帳簿を整理すると共に、道路位置指定通知書を整備保管し縦覧に供する。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1031

松倉 貴宏

課 名 等 都市計画課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 5.確認申請事務費

開始年度
昭和３０年度以

前
終了年度事 業 期 間 継続

コード１ 03040300

事 務 事 業 名 建築確認申請送付事務

事 業 コ ー ド 91301101

部 名 等 産業建設部

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

221999

一般会計政策の柱 第２章 安心して健やかにくらせるまち 会計

予算科目 コード３ 001080401コード２政策体系上の位置付け

記 入 者 氏 名

業務分類 ５．ソフト事業

１．住宅管理費

建築住宅係

３．負担金・補助金 ４．市直営

政 策 名

４．住宅費

第２節 快適にくらせるまちの形成

項

基 本 事 業 名 その他

款

計画

８．土木費

区 分 その他

施 策 名 １．良好な都市の形成

目

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

・市内で建築物を新築・増築・改築するための確認申請数。
① 申請数 件 293 303 297 297 297

➡
活
動
指
標

市での確認申請等の受付件数 件①

② 道路位置指定の受付件数 件

188 184 180 180

7 7 7

180

6 7

11 31

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

① 確認申請等の送達率 ％ 100.00 100.00

100.00 100.00

100.00 100.00

100.00

100.00
大規模行為や県民福祉条例、省エネルギー
の計画書等の送達率

100.00 100.00 100.00

％ 100.00

％ 100.00

100.00道路位置指定の受付件数送達率

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

・都市基盤が充実し、市民がゆとりと潤いに満ちたくらしをしています。 県へ送達した件数を申請を受け付けた件数で除した割合

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

0 0

0

0 0 0

0

74

⑶その他(使用料・手数料等) 24 2420 20

(千円) 74

24

⑷一般財源 74 45 50 50 50

(千円)

94 65 74

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 4

・都市計画決定及び建築基準法の制定に伴い開始
都市計画決定（昭和43年）、建築基準法（昭和25年）

(千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 3,222

(千円)

②事務事業の年間所要時間 (時間) 780

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 3,128

4

1,000 1,000 1,000 1,000

4 4 4

4,205 4,205 4,205 4,205

4,270 4,279 4,279 4,279

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

対
象

・建築確認・建築許可等の受理及び送付
・建築場所の接道・用途地域の確認

＊平成21年度の変更点

長期優良住宅認定申請の受付

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

◆事業概要（どのような事業か）

・建築物の確認申請等を受理しすみやかに県に送付する。

市町村は経由事務を行っており、建築確認及びその集約は県が把握している。・幅員４ｍ未満の道路に面した敷地で、建築基準法上の前面道路として認められず建築できないことに対する苦情など。
把握している

把握していない

・昭和55年の都市計画区域拡大による届出件数の増加。
・平成11年5月より民間の指定確認検査機関による確認申請の受付開始。
・耐震偽装事件より平成19年6月より申請書類の審査が厳格化。
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○ 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

● 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

● 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

二次評価の要否

不要

確認申請に付随する調査が増加し担当職員の業務負担も大きいが、どうにか対応している状況である。平成21年度
には建築基準法の改正を検討されているとのことであり、今後に検討されている建築基準法の改正内容次第では増
員をしないと事務進行に支障が出ると思われる。

説
明● 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

★課長総括評価(一次評価）

○

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

（平成 20

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者あ
り・負担なし

適正化の余地なし

説
明

受付業務に関しての受益者負担はないが、県の手数料条例による負担を求めている。

この事務を移譲されている県内自治体は、魚津市同様負担を求めてはいない。

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

一
部
に
あ
る

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

関
与
縮
小

説
明

県への送付事務のため

○

●

○

○

○

なし
説
明

成果向上の余地なし。

○

根拠法令等を記入
富山県建築基準法施行細則（昭和26年富山県規則第12号）第４条の規定に基づく事務

なし
説
明

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

低
い
が
､
影
響
大

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

●

② 有効性

適切

○

適切 ○

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり④ 公平性

終了 ○ ○廃止

●

○

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

現在、すでに人件費削減のためパートで補っている。

なし

【効率性の評価】

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

○

○

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

事業費は、申請書のコピー代のみであり削減の余地は無い。
次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

③ 効率性 ●

年度

平
均

小

台帳のデータベース化を進める。過去の手書き台帳をエクセルで作り直す作業を職員が
順次行う。

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。

●

○
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